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はじめに 

 
平成１２年１１月に交通バリアフリー法（高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した

移動の円滑化の促進に関する法律）が施行された以後、本市においては、平成１４年５月にＪ

Ｒ広島駅、平成１７年６月にＪＲ横川駅及びＪＲ五日市駅とその周辺地区について、交通バリ

アフリー基本構想を取りまとめました。 

これらの基本構想に基づいた交通バリアフリー化事業は、駅及び駅周辺の道路について着実

に進められ、ＪＲ広島駅については平成１６年度末に、ＪＲ横川駅及びＪＲ五日市駅について

は平成１８年度末に事業が完了しています。 

これらの駅に引き続き、平成１８年度にはＪＲ新井口駅とその周辺地区に関する交通バリア

フリー基本構想の取りまとめに着手しました。 

ＪＲ新井口駅は、1 日当たりの乗降客数が約１万５千人であり、西部商工センター地区の交

通拠点としての機能を有し、また、周辺地区には、官公庁施設、商業施設、医療施設等の都市

機能が集積しているなど、重要な交通結節点として、今後も多数の利用が見込まれます。 

また、平成１８年１２月には従来のハートビル法（高齢者、身体障害者等が円滑に利用でき

る特定建築物の建築の促進に関する法律）と交通バリアフリー法を統合・拡充したバリアフリ

ー新法（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律）が施行され、同法に基づく

統合的・一体的なバリアフリー化を推進することが求められています。 

今後は、ＪＲ新井口駅の交通結節機能を更に強化するとともに、周辺地区に点在する公共公

益施設への円滑な移動を確保するため、基本構想に基づく一体的かつ重点的なバリアフリー化

を進めます。 

 

 




